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第1条  この規程は特定非営利活動法人日本水フオーラム(以下、「本法人」という)の定款第19
条第3項に基づき、役員に対する報酬の支給及び費用の弁償に関して基本事項を定め

る。

第2条  本法人の役員には定款第19条第1項に基づき、その総数の3分の1以下の範囲内で、総
会の決議を経て、報酬を支払うことができる。

2前項の規定にかかわらず、当分の間、役員に対する報酬の支給は行わないものとする。

〈費用支弁)

第3条  本法人の役員がその職務の執行に当たつて負担し (職務の遂行に伴い発生する旅

費交通費等の経費をいう。)については、理事会の決議で定める範囲内のものに対して、

当該役員より請求のあつた日から遅滞なく支払うものとする。また、前払いを要するものに

ついては前もって支払うものとする。

第4条  この規程の改廃は総会の決議を経て行う。

第5条  この規程に定めるもののほか必要な事項は代表理事が別に定める。

付 則
1.この規程は、平成 27年 6月 24日 から施行し、同日より適用する。
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第 1章 総則
(趣旨)

第1条 特定非営利活動法人日本水フォーラム (以下、「JWF」 という。)の職員に対する給与の支

給については、特定非営利活動法人日本水フオーラム職員就業規則 (以下「就業規則」と

いう。)に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。

第2条 この規定は、就業規則の規定により規則が適用される職員に適用する。ただし、期間を定

めて雇用される職員 (出向者を含む)については、別途契約書若しくは協定書の定めを適

用する。
2臨時に雇用されるものについては、別途「雇用契約書」によるものとする。

(給与の区分)

第3条  職員の給与は、次に定める区分により支給する。
(1)基本給
(2)諸手当
① 調整手当
② 住居手当
③ 役職手当
④ 技術手当
⑤ 家族手当
⑥ 通勤手当
⑦ 超過勤務手当
③ 休日勤務手当
(3)賞与
① 夏季賞与
② 冬季賞与
(4)特別手当

(給与の支綸日および支綸方法)

第4条  職員の給与 (通勤手当、賞与および特別手当を除く)は、毎月 16日 (休日に当たるときは、
その直前の休日でない日)に支給する。

2前項の支給日において、前月 1日 から起算し、前月末日を締切日として計算した基本給お
よび第 3条第 2項に定める諸手当を支給する。

3法令に基づき、その職員の給与から控除すべきものの金額を控除し、その残額を職員の
指定する金融機関へ振り込むものとする。

4基本給または諸手当の額に変動が生じた職員について、変動後の額により第1項の規定
による支給をすることができない場合においては、既に支給した基本給または諸手当の額

と当該変動後の基本給または諸手当の額との差額を次回の支給日において精算する。

5災害その他の特別な事由がある場合においては、必要の限度において、第 1項に規定す
る給与の支給を変更することがある。
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2章 基本給および諸手当
(基本綸)

第5条 職員の基本給の額は、職務の内容、能力、学歴、経験、技能等を考慮のうえ、毎年 4月に

事務局長が決定する。

(調整手当)

第6条  調整手当は、就業規則第 2条に該当する職員に支給する。
2調整手当の額は、各月分につき、その月分の基本給の額に100分の 12を乗じて得た額を
支給する。

(住居手当)

第7条  住居手当は、自らの所有に係る住宅に住居する世帯主である職員および自ら住居するた
めの住宅 (貸間を含む)を借り受け、家賃 (使用料を含む)を支払っている職員に支給す

る。
2住宅手当は、次の表に基づき支給するものとする。
・25ぷ以下の場合  26,000円
・25ポを超える場合  27,000円
3住居手当は、特別の事情があると事務局長が認めるときは、前項の規定に関わらず、住
宅手当の月額を決めることができる。

(役職手当)

第8条  役職手当は、次の掲げる職にある者に対し支給する。
・ディレクタ・-1       30,000円
ロディレクター2      20,000円
口副ディレクター     10,000円
ロチーフマネージャー    5,000円

(技術手当)

第9条  技術士資格等を鑑み、事務局長が決定した額を支給する。

(家族手当)

第10条 家族手当は、次に掲げるものに対し支給する。
① 配偶者    10,0∞ 円
② 子供(1人当) 5,000円

⊂団讀罰
第11条 通勤手当は、通勤のために公共交通機関等を利用する職員に対して、最も経済的かつ合

理的な方法による経路で通勤した場合にかかる実費について、月額 150,0∞ 円を限度とし

て支給する。ただし、住居から通勤する場所までの距離が片道 2km未満である職員には支

給しない。

2通勤定期乗車券は、6ヶ月を単位とする。ただし、試用期間中の職員または出向者につい
ては、契約書または協定書の定めるところによる。

(超過勤務手当)

第12条 超過勤務手当は、就業規則第26条第1項に定められている勤務時間を超えて勤務するこ
とを命ぜられた職員に対して支給する。

2超過勤務手当の額は、前項の勤務 1時間につき、勤務 1時間あたりの給与額 (基本給+
調整手当/月平均所定労働日数×7.5時間)の 100分の 125(その勤務が 22時から翌日の
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(賞与)
第14条 夏季賞与および冬季賞与は、それぞれ 6月および 12月に支給する。ただし、賞与の計算
方法は、JWFの業績と、職員本人の能力および貢献度を勘案し、事務局長がその都度定
める。

午前 7時までの間にある場合は 100分の 150)を乗じて得た額を支給する。

圏圧互ヨ 罰
第13条 休日勤務手当は、就業規則第 29条に定められている休日に勤務を命ぜられた職員に対

して支給する。

2法定休日に勤務することを命ぜ には、勤務 1時間につき、勤務 1時間あたりの

給与額(基本給+調整手当/月平均所定労働日数X■5時間)の 100分の 135(その勤務
が午後 10時から翌日の午前 7時までの間にある場合は 100分の 160)を乗じて得た額を

支給する。
3前項以外の休日に勤務することを命ぜられた職員には、勤務 1時間につき、勤務1時間あ
たりの給与額(基本給十調整手当/月平均所定労働日数X■5時間)の 100分の 125(その

勤務が午後 10時から翌日の午前 7時までの間にある場合は 1∞ 分の 150)を乗じて得た

額を支給する。

EI:E≡劉
第15条 特別手当は、特に業務が繁忙であった場合、その慰労として特別に支払うことがある。
2特別手当は、事務局長が定める日に、事務局長が定める額を支給する。

第16条 昇給および降給は、
がある。

JWFの業績と職員本人の能力、貢献度を勘案し、毎年4月に行うこと

第17条 傷病を理由とする欠勤者に対する欠勤期間における給与は、結核性患者の場合にあつて
は、欠勤を始めた日から1年、その他の場合にあつては欠勤を始めた日から6ヶ月につい

て、基本給および住居手当を、その者が出動した場合と同様の計算方法によつて計算した

額を支給する。

第18条 遅刻、早退、欠勤等により職員が勤務しない日、または有給休暇、若しくは就業規則第 12
条の規定により休職を命ぜられ、または就業規則第 65条の規定による就業を禁止された

ことにより勤務しない日を除く)がある職員に対しては、その勤務しない時間1時間 | つき、

勤務1時間あたりの給与額 (基本綸+調整手当/月平均所定労働日数 X■5時間)に勤務

しない日または時間を乗じて得た額を所定の給与から減額して支給する場合がある

く休職者の綸与)

第19条 就業規則第 1
給与について

支給する。

2条の規定により体職を命ぜられた職員に対する当該休職期間中における

は、支給しない。ただし、事務局長が認めた場合は、事務局長の定める額を

(新たに採用された職員の綸与)

第20条 月の初日以外の日において、新たに採用された職員に、採用当
合には、基本給の日額に、月の初日からその職員が採用された

日以外の日数を乗じて得た額を、基本給の額から控除する。

月分の給与を支給する場

日の前 に至るまでの体曰

匝
=ヨ
回ヨコ

第21条 就業規則第 48条④の規定により退職したもの、または死亡
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の基本給はその全額を支給する。

2 月の末日以外の日において退職し、解雇された者 (前項に掲げる者を除く)に対する退職
当月分の給与を支給する場合には、基本給の日額に、その者が退職、解雇または免職さ

れた日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日数を乗じて得た額を、基本給の額

から控除する。

第22条 この規定に定めるところによる給与計算において 1円未満の端数が生ずるときは、これを
四捨五入するものとする。

付 則
1.この規程は、平成 22年 4月 1日から施行し、同日より適用する。

2この規程は、平成 23年 4月 1日から施行し、同日より適用する。
(第 3条第 2号(4)および第 9条の追加)
3.この規程は、平成 25年 4月 1日から施行し、同日より適用する。

(第 3条第 2項(5)および第 10条追加、第 4条および第 8条の変更)

4この規程は、平成 31年 1月 22から施行し、同日より適用する。
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書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第54条第2項第 3号に定める事項を記載した書類

法 人 名 特定非営利活動法人日本水フォーラム 事 業 年 度 今和2年4月 :日 ～今和3年 3月 3:日

資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 ]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第32条第 :項各号に対応しています。以下同じです。

(|)収益の源泉別の明細

借入金の明細

その他

収 益 源 泉 の 内 訳 金  額

正会員受取会費 27,:10,000円

受取寄付金 9,242,101円

受取助成金 2,!00,000円

58,474,679円

39,835,876円

|,900,427円

政策提言事業

日本の叡智の世界への発信事業

草の根活動の支援事業

人材育成・啓発事業

国内外の水問題に関する調査研究事業

受取利息等

6,797,682円

39,178,036円

370,311円

185,009,|12円合 計

金  額

円該当なし

入 先借

円

円

円

円

円〈
ロ 計

該当なし



2資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(|)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料   金 条   件   等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料   金 条   件   等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金

該当なし 円

円

条   件   等

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項イ収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれ

ぞれ第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(l)収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

22,726,000円 気候変動適應策検討業務

2:,O10,000円
水資源問題対応方策検討

業務

19,917,700円
河川環境評価指標等検討

業務

:9,844,000円
流域総合治水対策推進

方策 検討業務

水防災力向上検討業務13,332,000円

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

9,060,480円 事務所賃料等

7,555,739円

3,922,050円

3,850,000円

社会保険料等

HP改定・更新費用

講演集制作貴

2,809,950円 年報。パンフレット等制作費

取引先の氏名等
法人との

関 係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡価格

円

円

円

譲渡資産の内容等

該当なし

円

円

円

円

円

円

円



口資産の貸付け〈金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む)

取引先の氏名等
法人との

関 係 住所又
は所在地 対価の額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関 係 住所又
は所在地

役務の提供

年月日
対価の額 役務の提供の内容等

今和2年 4月 :日

～今和3年3月 31日
4,|10,650円 事例調査等検討業務

今和21「4月 1日

～今和3年 3月 31日
!,344,585円 事例調査等検討業務

円

円

円

円

円

円

円

円



4

氏 名 金 □ 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

寄附者に関する事項 [④寄附者〈役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る。)の民名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5給与の総額等に関する事項[⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給与を得た職員の総数 左記の職員に対する給与総額

15人 59,173,0991弓



支出年月日 支出先の名称 寄付の目的等 支出した寄付金額

別添資料参照 円

円

円

円

円

円

円

円

円

合 計 円

6 支出した寄附金に関する事項[⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項[⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施日]

実施日 使 途 金額

別紙資料参照 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



書式第17号-6支出した寄付金に関する事項

支出先名称等 団体住所 寄付の目的等 支出金額

今和2年 8月 24日 470,988円
活動支援貴

0わ 2年 :l月 16日 :,106,15:円

今和 2年 9月 :7日 巨 IIIロ 106,070円

今和2年 9月 17日 活動支援費 !00,357円

0わ 2年9月 17日 肛III硼 103,472円

今和2年9月 :7日 活動支援費 106,070円

今和2年9月 17日 活動支援貴 106,070円

今和2年 9月 17日 肛 IIコ 106,070円

◆和 2年9月 17日 肛 IIコ 106,070円

今和 3年 3月 4日 活動支援費 10,799円

今和3年 3月 4日 活動支援費 10,799円

今和3年4月 22日 活動支援費 :0,905円

今和 3年 4月 22日 活動支援費 10,905円

今和3年4月 22日 活動支援費 10,905円

今和3年 4月 22日 活動支援費 :0,905円

以下余白



<別 紙 >

書式第:7号-7海外への送金等に関する事項

実 施 日 使    途 金   額

今和2年4月 :3日
井戸の修繕、排水溝等の井戸周辺設備の清掃と管理、設備の維持管理や公衆衛生、

や資源の調達に関する住民への啓発活度のフォローアツプ (
ラウイ)

!0,983円

今和2年4月 !3日
湧水保護と水と衛生習慣に関する啓発活動のフォローアップ

ウガンダ)
:0,983円

湧水設備の修繕と衛生習慣の向上、女性利用者のトレーニング実施活動のフォロー

ウ ノドンタ
°
)

今和2年 8月 24日
各家庭に雨水貯留タンクを設置し、住民が年間を通して安全な飲み水を確保じ利用するた

めの意識啓発や維持管理トレーニングを行う活動の支援

バ ングラデシユ)

470,988円

今和2年9月 :7日
Koke村の湧水保護設備の建設活動支援 メルー

ン)

:06,070円

今和2年4月 i3日 iO,983円

今和2年 9月 17日 支援 ウガンダ) 100,357円

今和2年9月 :7日 地域共有の貯水タンクの設置活動支援 ス リランカ) :03,472円

今和2年 9月 !7日 スラムの公立小学校4校の雨水貯留タンクの設置活動支援 ケニヤ)

スラムの手洗い器の設置活動支援 ネパール)

ラムの給水所 (水キオスク)の設置活動支援 ケ ニ

!06,070円

今和 2年9月 :7日
i06,070円

今和2年9月 :7日

今和 2年9月 :7日

:06,070円

:06,070円Spar:y Dehri村 の地域共有VIPトイレの建設活動支援

:パキスタン)

今和 2年 !!月 16日
各家庭に雨水貯留タンクを設置し、住民が年間を通して安全な飲み水を確保し利用するた

めの意識啓発や維持管理トレーニングを行う活動の支援

バ ングラデシユ)

L:06,:5:円

4!9,:40円

!0,983円

今和 2」
「
!!月 30日 コロナ禍に見舞われたコミュニティの休上・衛星改善事業支援 パキスタン)

今和3年 2月 19日

今和3年 3月 4日

湧水保護設備の修繕活動にかかるフォローアツプ :ウ

ガンダ)

水と衛生環境の改善活動にかかるフォローアツプ

ーコ)
!0,799円

今和3年 3月 4日
晨業用水確保のための雨水貯留タンク設置活動にかかるフオローアツプ

ンド)
:0,799円

今和3年4月 22日
フォローアップ

シオラレオネ)
:0,905円

:0,905円

既存の井戸の修繕及び維持管理トレーニングを行う活動にかかる

コグマ湧水設備及びその囲いの建設、意識啓発のための4回のミーテイング開催、水質検査

にかかるフオローアツプ ケニヤ)今和 3年4月 22日

今和3年4月 22日
:0,905円ハンドポンプ式井戸の建設及び衛生に関する啓発活動にかかるフォローアツプ

:パ プアニユーギニア)

今和 3年4月 22日
新たな給水設備の設置及び既存の設備修繕活動にかかるフオローアツプ

ハイチ)
:0,905円

385,6:8円
今和 3年 6月 30日

委員会議事録及びアジア太平洋水サミット関連資料の翻訳費用

/1tU)

以下余白











書式第9号 〈法第44条・5:条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

第3表付表2

法人名 特定非営利活動法人日本水フォーラム

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
ルーズリーフ

(弥生会計使用)
ロヨ 7年

仕訳日記帳
ルーズリーフ

(弥生会計使用)
ロヨ 7年

給与台帳
ルーズリーフ

(弥生会計使用)
固コ 7年

固定資産合帳
ルーズリーフ

(弥生会計使用)
随時 7年



書式第 :0号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第4表 ) (初葉 )

法人名 特定非営利活動法人日本水フォーラム チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
無

無

有・無 有 。無 有 。無

有 。無 有 。無 有・無

有・無 有・無 有・無

有 。無 有 。無

有・無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに 反対する活動
有 。無

特定の公職の候補者着しくは公職

にある者又は政党を推薦し、支持

し、又はこれらに反対 する活動
無 有 。無 有 。無 有・無 有 。無

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎

有・無

④ ◎ ① 申請時

有。無

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状

況、当法人とその活動内容及び事業規模が類似す

る他の法人の役員に対する報酬の支給の状況等に

照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として

過大と認められる報酬の支給その他役員等に対し

報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与の

有無

無 有。無 有・無 有。無

有。無

有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価

の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比

して著しく過少と認められる資産の譲渡その他役員

等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産

の譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

役員等に対し役員の選任その他当法

用及び事業の運営に関して特別の利益の供与の有

無

/~ヽ

有`報ν 有。無 有。無 有・無 有・無 有。無

有・無 有。無

有。無 有。無

有。無

有・無

有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う

者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者

に対する寄附の有無

有。無 有。無 有。無



書式第 13号 (法第44条・5:条・58条関係

認定基準等チェック表 (第5表 )

法人名 特定非営利活動法人日本水フォーラム チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、エ当な理由がある場合を除きこれをそ 圃

の事務所において閲覧させることに同意する。

※闘覧に関する細則(社内規則)等がある場合には、その細則(社内規則)等を添付してください.
しない

事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の氏名及

び住所又は居所を記した書面)
イ

② 役員名簿

③ 定款等(定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

。 役員、社員、職員着しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者着しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人
に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し´ヽ



書式第14号 (法第44条・5:条・58条関係)

認定基準等チエック表 (第 6、 7、 8表 )

認定基準等チェック表 (第6表 )

認定基準等チェック表 (第7表 )

認定基準等チェック表 (第8表 )

8 申諸書を提出した日を含む事業年度の初 日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック相

事業年度 月 日～ 月 日 設立年月日 平成 年  月 日

特定非営利活動法人日本水フォーラム法人名

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チ
"夕
欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ③ ◎

有 無 有・ 無 有・ 無

①

有・ 無 有・ 無 有・ 無

7 法今又は法今に基づいてする行政庁の処分に達反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法今に達反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

チェック欄

√

①①④ ◎⑤

有・無 有・ 無 有・ 無有・ 無有

◎

有・無



書式第 15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人日本水フォーラム チェック‖嗣

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する

人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。

l 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取

場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 !年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例

認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法着しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、着しくは刑法204条等 (注 :)若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に達反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 (注2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法今等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認
定、12塵壁定丞』2鮨塾

=12`自
]堕盤亘

`笙

L量1蓋幽⊇」圭喧塁壁1三」」L」21整」整菫i畳重塾壼塾L生菫旦二」重塑コ生」堕堕壁曇型1査」:【≦2生」」塑笙び

_」笙』:11墜:蟹壁塑里墨豊量肇菫型國日塁堕埜」巨空塾蔓壺立豊」重1:L`L:壁重[L型[2」[二」匠:∠:」」と艶宣]L盟塵墜壁墨生L空塑杢重建望≧上重」D。
5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定特

定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 ・
〇

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有。cD

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税着しくは地方税に関す

る法律に達反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けること

がなくなった日から5年を経過しない者の有無

有 。
①

有 。(器 )暴力団の構成員等の有無

認定 の 日 は い
°

(

て し は い
。

はい4
ている

しない法人

の

添 付

□類
璧墾 」望 :笙:1:睡整 盤 饉」  睦 i:堕饉 :」I」tt盤 」ヽ  壁

=Ш
」  饉 医墾 重 劉田 Lヨ1」□ i`土」L`L:コ :≧:

(注 |)その他の事詩所がある場合は、その他の事薔所所在の澤納処分に係る納税饉明書も澪付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

しる 日 は い ・

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団 :三上
°
Q｀い⊇_

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はい・G｀いわ




